
大家さんも気になる「マンション経営の小さな勉強会」 

「天神橋ゼミナール」開催のお知らせ 

民法改正で賃貸経営は
どうなるの？ 
 
相続税改正で税負担は
どうなるの？ 
 
家族信託って何？ 
 
             ・・・・・ 

 
第1回  天神橋ゼミナール 

テーマ 

「120年ぶりの民法大改正」 
あなたの賃貸借契約にこんな影響があります 
講師：友田司法書士事務所 司法書士 友田裕士 

開催日 2019年11月2日(土) 

時  間 
受付開始  14時30分 
セミナー    15時00分～16時30分 
                        (ティータイム含む) 

会  場 
新興ビル 2階会議室  
      (新興ビルサービス本社ビル） 

大阪市北区浪花町1番19号 

「天神橋筋商店街」でのお買物や散策がてらお気軽にお越しください！ 

新興ビルサービス株式会社  大阪市北区浪花町1番19号  新興ビル 

営業推進室          TEL 06-6371-7934 FAX 06-6376-2817  
担当  石川・馬籠        Mail  k-magome@shinko-e.com 
                     大阪市北区でグループ創業55年の信頼と実績 

                              提案性あふれるサポートで安心と快適を創造 

定員10組・事前予約要（下記連絡先へ電話かメール、または裏面申込用紙でFAX下さい） 
 

ご家族・ご友人お誘い合せてお越しください。わいわいみんなで一緒に学びましょう！ 

参加費：無料   手ぶらでお越しください! 

講師：司法書士  友田裕士 
「頼んでよかったと言って頂けるよう日々精進します！」 
 

友田司法書士事務所 代表 
同志社大学卒業    平成17年司法書士登録 
個人司法書士事務所勤務後、司法書士法人の 
役員として勤務 
平成30年友田司法書士事務所開設 
趣味：海釣り、旅行 

主催：新興ビルサービス株式会社 
「天神橋ゼミナール」運営担当：常務取締役 石川淳 
「マンション経営は、経済や法律、税制に大きく影響を受けます。 
管理会社さんに任せっきりにせず、一緒に勉強しましょう！ 」 
 

経歴：不動産業歴32年  ビル・マンション経営代行、賃貸・管理、収   
益物件企画販売、証券化不動産のプロパティマネジメント等 
資格：宅地建物取引士、ビル経営管理士、賃貸不動産経営管理士 
趣味：山歩き、ゴルフ、ジョギング 

1FはNTTドコモ
さん 



お名前

ご住所

電話番号

メール

お連れの方の
人数とお名前         名

FAX 06-6376-2817
新興ビルサービス株式会社

TEL  06-6371-7934
メール  k-magome@shinko-e.com

【個人情報の取扱いについて】
お客様にご記入いただきました個人情報は、当社とお客様との営業目的以外には一切使用いたしません。
また個人情報については適切に管理し、あらかじめご本人の同意を得ることなく、また正当な理由がなく第三者への開示・提供はいたしません。

１１/２(土)    １５：００～１６：３０ 

（受付開始    １４：３０） 


